
保護者の皆様

うららかな春を迎え、保護者の皆様におかれましてはご健勝にて船過ごしのととと存じます。

教職員の働き方改革推進等に関する通知が横浜市教育委員会より届いていますのでお知らせ致

します。

保護者0地域の皆様へ
横浜市教育委員会

教職員の働き方改革の推進についてのお願い

保護者。地域の皆様には、日頃よの横浜の教育の推進に対して、ご理角ヰ.、、1加力
をいただき、1小より感謝申し上げます。

国の「教員勤務実態調査」において、10年前に比ぺて教員の勤務時間が増加し、
小学校は約34%、中学校は約58%の教員が、長時間勤務(月80時闇以上の闘
間外勤務相当※)である実態が改めて明らかとなりました。

これまで横浜市でも、全国を超える長時間勤務の実態があの、前例にとらわれず
教職員の負担軽減に関する取組を進めてきましたが、今後は更恋る推進に向けだ取
組が必要です。

※厚生労勧省の労災補償認定における労働時問の評価目安のーつ

平成30年4月

これからも、子どもの豊かな学びゃ成長を支え続けるために

横浜市教育委員会では、

平成30年3月

「横浜市立学校教職員の働き方改革プラン」を策定しました。

0児童生徒や地域等の状況に+分配慮しながら、取組を進めます。

0保護者.地域の皆様にご理解いただき恋がら、取組を進めます。

【取組例】

くン
教職員の働き方改革を進めていくことで、これからも

0教職員が子どもと向き合う時聞をしっかり確保していきます。

0子どもの指導や支援に専念できる環境をつくっていきます。

「横浜市立学校教職員の働き方改革プラン」にっいてはこちらからご覧いただけ宗す0

0勤務時間外の留守番電話の設定1迷続実施
0部活動指導員などの配置や部活動の活動日数の見直し
0学校閉庁日の継続実施

L
これ弐での取組につぃて、保護者・地域の皆様にご理解・こ協力いただきました

ことに御礼申し上げ荻す。これからも、教育の質の向上のために、教職員の働き方

改革の更なる推進に向けて、変わらずご協力をいただけますよう、よろしくお願い
いたします。

配布時期は学校によって異なり荻す。

担当横浜市教育委員会事務局教育政策推進課
(電話) 67 '1 -3243

f 横浜市教職員の働き方改革
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保護者の皆様

子どもたちの健全な社会性を育てるために
~器物損壊にかかる指導と費用弁済へのご理解とご協力のお願い~

1 ねらい

子どもたちに自己責任の自覚を促し、社会規範意識を育成するために、教育指導

の一環として積極的に適用します。

※児童生徒の故意による器物損壊の発生件数(市立小・中学校)

Ⅱ

発生件数

内容

子どもたちが学校の窓ガラスやドアなどの公共物を故意(わざどに、または、

故意に近い状況で破損した場合に、その子どもの健全な育成を図る指導の一環とし

て、修繕費用の弁済負担を保護者にお願いすることになります。

運用について

0 学校は、子どもが心のっまずきを乗り越えて、自己責任を自覚し、健やかな社

会陛を身に付けられるよう、ご家庭と協力して指導を行います。

0 学校は、指導の状況と弁済にっいて保護者に相談しますので、お子様の成長に

役立っよう充分なお話し合いをお願いします。

0 弁済額は、基本的な目安として、故意によるものは修繕費の100%、故意に近い

ものは50%とします。

お願い

0 器物損壊の弁済は、子どもたちの心豊かな成長をともに願う立場から行うもの

であり、以上の趣旨をご理解の上、積極的なご協力をお願いします。

0 子どもたちに公共心や責任感などの社会規範意識を育てるために、家庭や学校、

地域社会が協力し合うことが必要です。善悪の判断については、'ご家庭でも子ど

もたちの心情を理解しながら指導いただくようご協力をお願いします。

平成23年度

734件

Ⅲ

平成24年度

701件

平成25年度

1,004件
年度 平成26年度

850件

Ⅳ

平成27年度
929件
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平成30年4月 横浜市教育委員会
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保護者の皆様

子ども同士による金銭の授受をしないために

~ご家庭でのご理解、ご協力のお願い~

日頃よの、横浜市立学校の教育活動へご理解、ご協力をいただきまして

あのがとうございます。

子どもたちは学校生活など、田々のかかわのの中で様勺な経験を通して

お互いを認め合い、成長していきます。しかし最近、地域や商業施設等で

遊ぶ中で、金銭の授受でトラブルになの、結果的に大きな問題に発展した

の、事件に巻き込まれたのしていくという事案が起こっています。

金銭授受はたとえ仲の良い関係であっても行わない方が良い行為です。

最初は小額と悪っていた額が、いつのまにか大きな金額に膨れ上がの、取

の返しがつかなくなることもあのます。最近では、ネットゲーム(課金)

などによの、金銭感覚が麻癖して、事実も把握しにくくなる危険性もあの

ます。

金銭授受が行われる背景には、金銭を持ち出せる環境、子どもたちの金

銭感覚、規範意識の問題やいじめの問題が潜んでいる場合もあのます。事

案によっては、民事や刑事事件に発展することもあのます。

以上のことから、子どもたちの金銭授受については、「行ってはいけな

い行為」として、学校で指導いたしますので、ご家庭でのご協力もお願い

いだしまします。また、状況によっては、警察や児童相談所などの関係機

関と連携して子どもたちの健全育成や再発防止に向けて取の組んでまい

ゆますのでご理解ご協力をお願いいたします。

刑法第222条(脅迫罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三
十万円以下の罰金に処する。

刑法第223条(強要罪)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務

のないととを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

刑法第249条(恐喝罪)

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

関連法規

平成30年4月横浜市教育委員会


